
   - 19 -

導の充実を図るために禁煙支援マニュアルを策定し地方公共団体や医療関係

者等に配布し、また、ニコチン依存症管理料が診療報酬上の算定対象となるな

どの進展が見られる。 

このように行政としてこれまで取り組んできた施策は、着実に成果を上げて

いる。 

しかしながら、成人の喫煙率のうち、男性は減少傾向にあるが、女性の喫煙

率はそもそも低いものの、減少傾向は認められていない。また、分煙に関して

も一層の取組を行うために、受動喫煙対策の実施状況を定期的に把握する仕組

みの構築が必要である。中長期の国民の健康に好影響をもたらすには、成人の

喫煙率及びたばこ消費量の減少が必須である。 

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」においては、基本原則とし

てたばこ消費を減少させるための措置をとる必要性が示されるとともに、たば

この需要の減少に関する措置として価格及び課税に関する措置がたばこの消

費を減少させる効果的及び重要な手段であるとされている。本条約を踏まえて、

さらなるたばこ消費の減少を図るためには、これまでのたばこ対策の延長線上

にとどまらず、喫煙率の減少に係る数値目標の設定、たばこ価格の上昇等の思

い切った取組が必要ではないかという意見が多く見られた。 

また、たばこ税の引き上げによる財源を健康づくりの特定財源にするべきと

の意見も出されたところである。 

 

 

５ アルコール 

（１） 目標設定と取組 

 飲酒は、急性アルコール中毒や臓器障害の原因となることがあり、健康に対し

大きな影響を与えるものである。近年、成人の飲酒による健康影響の問題のみな

らず、未成年者による飲酒が問題となっており、また、アルコールに関連した問

題は、健康に限らず交通事故等の社会的な問題にも影響するものである。  

 目標は、①多量飲酒者の減少、②未成年者の飲酒防止、③節度ある適度な飲酒

についての知識の普及について設定されている。 

 この目標を踏まえ、①ホームページ等を活用した「節度ある適度な飲酒」に関

する知識の普及、②年齢確認の徹底や酒類自動販売機の適正な管理の徹底などに

よる未成年者の飲酒防止などに取り組んできた（参考資料１参照）。 

 


